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Ｅ５５徳島南部自動車道開通等に関するテレビＣＭ放送

分任支出負担行為担当官
四国地方整備局　徳島河川国道事務所長
安永　一夫
徳島県徳島市上吉野町3-35

契 約 締 結 日 令和　７年１１月１９日

四国放送株式会社
徳島市中徳島町２－５－２

契約金額
（消費税及び地
方消費税含む）

￥４，７１５，７００－

予定価格
（消費税及び地
方消費税含む）

￥４，７１５，７００－

　本業務は、Ｅ５５徳島南部自動車道の開通、ならびに開通に伴う渋滞緩和対策を目的と
した小松島南ＩＣへの経路誘導について理解してもらうためにテレビ広報を放映するもの
である。これにより、開通も含めた道路事業に関する理解および開通に伴う渋滞等の抑制
を進めるものである。老若男女問わず多くの視聴者へ周知する広報の手段として、平日の
朝、夕の時間帯においてテレビＣＭへの放映を実施する。
　徳島県内の地上デジタル放送を行う放送局としては「ＮＨＫ」と「四国放送」があり、
ＣＭ放送を有する民放は「四国放送」のみであり、徳島県全域をエリアとし、平日の世帯
視聴率が平均１４．５％とより高い「四国放送」が地域の情報伝達媒体として最も優れて
いる。
　四国放送は四国放送株式会社が経営し、徳島県を放送エリアとするテレビとラジオの民
間放送である。朝方時には「ZIPとくしま」、夕方時には「フォーカス徳島」および「ゴ
ジカル！」が放映され、徳島の情報発信源として定着しており、宣伝枠として徳島県内に
おいて広範囲に周知できる媒体として最も効果的な広報である。
　これらの要件から、本件の目的を確実に且つ効果的に達成できるのは、四国放送を放映
する四国放送株式会社以外にはない。
　よって、会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号によ
り、随意契約を行うものである。
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